
【申 合 せ 事 項】  2020-21   1st   県 北 L  
県 北 リー グ 実 ⾏ 委 員 会  

2020/7/26  
1.   「県 北 リー グ （以 下、 「県 北 L 」 と 表 記）」 の 連 絡 ⽅ 法 は 「ら く ら く 連 絡 網 （以 下 「 ra9 」 と 表 記）」 を 使 ⽤ 
す る。  

●   参 加 チー ム は 代 表 者・ 連 絡 担 当 者・ 指 導 者 の １ 名 以 上 を ra9   に 登 録 す る こ と。  
●   シー ズ ン 途 中 や 新 年 度 な ど に 代 表 者・ 連 絡 担 当 者・ 指 導 者 の 変 更、 こ れ に 伴 う 連 絡 先 の 変 更 が ⽣ じ る 場 合 に 
は、 速 や か に 「Ｌ 担 当」 に 連 絡 す る と と も に、 新 し い 代 表 者・ 連 絡 担 当 者・ 指 導 者 を 「ら く ら く 連 絡 網」 へ 
登 録 さ せ、 リー グ の 運 営 に ⽀ 障 が な い よ う に す る こ と。 （引 継 ぎ 期 間 に チー ム よ り １ ⼈ も 登 録 さ れ て い な い 
状 態 な ら な い よ う ⼗ 分 に 配 慮 す る こ と。）  

●   佐 世 保 市 内 ⼩ 中 学 校 で 使 ⽤ し て い る 「ス クー ル ネッ ト」 は、 佐 世 保 市 以 外 の 中 学 校、 ク ラ ブ チー ム 等 に 連 絡 
で な い た め、 県 北 リー グ の 連 絡 ⼿ 段 と し て は ス クー ル ネッ ト を 使 ⽤ し な い。  

●   ra9 の 登 録 ⽅ 法 に つ い て は、 佐 世 保 市 FA3 ホー ム ペー ジ 内 の 「ら く ら く 連 絡 網 （登 録 ⼿ 順）」 を 参 照 す る こ 
と。  

 
2.   県 北 L の 参 加 費 徴 収 は 「シ ク ミ ネッ ト （以 下、 「Ｓ Ｎ」 と 表 記）」 を 使 ⽤ す る。  

●   SN の ⽀ 払 ⽅ 法 に つ い て は、 佐 世 保 市 FA3 ホー ム ペー ジ 内 の 「シ ク ミ ネッ ト （⽀ 払 ⼿ 順）」 を 参 照 す る こ と。  
●   SN の ⽀ 払 に 必 要 な ロ グ イ ン ID   は 佐 世 保 市 FA3 ホー ム ペー ジ 内 の 「実 ⾏ 委 員 会 限 定」 に て 確 認 す る こ と。  
   ※ パ ス ワー ド は 代 表 者 会 議 に て 確 認  

 
3.    県 北   L   の 結 果 記 録・ 集 計・ 公 開 は 「 GoalNote ク ラ ウ ド （以 下、 「Ｇ Ｎ」 と 表 記）」 を 使 ⽤ す る。  

●   各 チー ム １ 名 以 上 の 代 表 者・ 連 絡 担 当 者・ 指 導 者・ 審 判 員 は Ｇ Ｎ に 登 録 す る こ と。  
●   Ｇ Ｎ の 登 録 ⽅ 法 に つ い て は、 ra9   に て 送 信 さ れ た メー ル を 確 認 す る こ と。  ※ ス テー ジ 毎 に 登 録 が 必 要  

 
4.    各 郡 市・ 各 D の 連 絡・ 調 整 す る た め、 「県 北 L 実 ⾏ 委 員 会」 を 組 織 し、 代 表 者 会 議 な ど、 参 加 チー ム 全 体 で 合 
意 形 成 を 図 り な が ら 運 営 ⽅ 針・ 運 営 ⽅ 法 の 決 定 を 図っ て い く。  

●   実 ⾏ 委 員 ⻑ 佐 世 保 市 FA3 委 員 ⻑ （１ 年 間 ［年 度］）  
●   副 実 ⾏ 委 員 ⻑ 平 ⼾ 市 FA3 委 員 ⻑ （１ 年 間 ［年 度］）  
●   副 実 ⾏ 委 員 ⻑ 北 松 浦 郡 FA3 委 員 ⻑ （１ 年 間 ［年 度］）  
●   副 実 ⾏ 委 員 ⻑ 壱 岐 市 FA3 委 員 ⻑ （１ 年 間 ［年 度］）  
●   L 担 当 （事 務 局） ４ 郡 市 FA3 委 員 ⻑ の 協 議 の 上、 指 名 さ れ た １ 名 （１ 年 間 ［年 度］）  
●   L 副 担 当 ４ 郡 市 FA3 委 員 ⻑ の 協 議 の 上、 指 名 さ れ た １ 名 （１ 年 間 ［年 度］）  
●   審 判 ⻑ ４ 郡 市 FA3 審 判 委 員 ⻑ の 協 議 の 上、 う ち １ 名 （１ 年 間 ［年 度］）  
●   D １ 担 当 D １ に 参 加 す る チー ム の 中 か ら １ 名 （ス テー ジ）  
●   D ２ 担 当 D ２ に 参 加 す る チー ム の 中 か ら １ 名 （ス テー ジ）  
●   D ３ 担 当 D ３ に 参 加 す る チー ム の 中 か ら １ 名 （ス テー ジ）  
●   実 ⾏ 委 員 各 チー ム 指 導 者  

 
5.   運 営 ⽅ 法 に つ い て は、 以 下 の ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ き な が ら、 総 合 的 に 判 断 し て い く。  

●     熱 中 症 対 策 ガ イ ド ラ イ ン  
●     熱 中 症 対 策 ガ イ ド ラ イ ン （ FAQ ）  
●     サッ カー 活 動 中 の 落 雷 防 ⽌ 策 に つ い て 指 針  

 
6.   「実 ⾏ 委 員 ⻑」 及 び 「副 実 ⾏  委 員 ⻑」 は、 郡 市 間 の 連 絡・ 調 整 を 担 う。  

※ ４ 郡 市 FA3   委 員 ⻑ の 協 議 の 上、 「実 ⾏ 委 員 ⻑」 は 佐 世 保 市 FA3 委 員 ⻑ と す る。  
●   所 属 チー ム の 意 ⾒ 集 約・ 管 理・ 指 導  
●   年 間 ス ケ ジュー ル・ グ ラ ウ ン ド 確 保  
●   実 施 ⽇ の 態 度 決 定・ 延 期・ 中 ⽌ の 判 断  

 
7.   「Ｌ 担 当」 と 「副 L 担 当」 は、 運 営 ⽅ 針・ 運 営 ⽅ 法 に 基 づ き、 運 営 費 （参 加 費） の 管 理、 Division 間 （ 1/2/3 ） 
の 調 整・ リー グ 全 体 の 運 営 に お け る 調 整 を 担 う。  
※ ４ 郡 市 FA3 委 員 ⻑ の 協 議 の 上、 「 L 担 当」・ 「副 L 担 当」 は 佐 世 保 市 FA3 の リー グ 委 員 ⻑・ 副 リー グ 委 員 ⻑ 
と す る。  

●   要 項・ 組 合 せ 作 成 （会 場 割 当）  
●   ra9 の 管 理 （ Division   等 の 設 定）  
●   Ｇ N の 作 成 （結 果 ⼊ ⼒ 担 当 者 / 管 理 者 の 設 定）  
●   Ｓ Ｎ の 設 定  
●   ra9   に よ る 【出 ⽋ 確 認】 の 送 信  
●   実 施 ⽇ に お け る 実 施 ⽅ 法 （テ ン ト 設 営・ 飲 ⽔ の 有 無） の 決 定  
※   最 終 案 内 後 の 各 D に お け る 実 施 ⽇・ kickoff 時 刻 の 変 更 点 の 取 り ま と め、 及 び 各 郡 市 FA 委 員 ⻑ （実 ⾏ 委 員 

http://www.jfa.jp/documents/pdf/other/heatstroke_guideline.pdf
http://www.jfa.jp/documents/pdf/other/heatstroke_faq.pdf
http://www.jfa.jp/documents/pdf/other/rakurai.pdf


⻑・ 副 実 ⾏ 委 員 ⻑） へ の 報 告 す る。  
●   実 施 ⽇ 当 ⽇ の D 担 当 の 報 告 を 速 や か に 各 郡 市 FA 委 員 ⻑ （実 ⾏ 委 員 ⻑・ 副 実 ⾏ 委 員 ⻑） へ の 報 告 す る。  

 
8.   「審 判 ⻑」 は、 リー グ 全 般 を 通 し て 「競 技 規 則」 に 従っ た 試 合 実 施 で き て い る か の 判 断 を 担 う。  
※ ４ 郡 市 FA3 委 員 ⻑ の 協 議 の 上、 「審 判 ⻑」 は 佐 世 保 市 FA3 審 判 委 員 ⻑ と す る。  

●   「４ 級 審 判 員 認 定 講 習 会」 「 3 級 ／ ４ 級 審 判 更 新 講 習 会」 等 の 案 内  
 
9.   「Ｄ 担 当」 は、  各 Division に お け る 運 営 を 担 う。  

●   試 合 順・ 審 判 割 の 調 整  
●   ra9 に よ る 【最 終 案 内】 の 送 付  
●   Division   内 の 試 合 実 施 状 況  
●   Ｇ N   の 管 理 （結 果 ⼊ ⼒ 状 況 の 把 握 含 む）  
●   累 積 警 告・ 出 場 停 ⽌ 者 の 管 理  
●   会 場 内 の 事 故 や 負 傷 の 対 応・ 把 握・ 連 絡  
※   最 終 調 整 後 の 各 Division に お け る 変 更 は L 担 当 へ 報 告 す る。  
※   実 施 ⽇ 当 ⽇ の kickoff 時 刻・ 実 施 ⽅ 法 に 変 更 が ⽣ じ る 及 び ⽣ じ る 可 能 性 が あ る 場 合 は L 担 当 へ 報 告 す る。  

 
10.   運 営 業  務 の 簡 素 化・ 効 率 化 を 計 る た め、 審 判 を ⾏ う チー ム が そ の 試 合 の 運 営 を 兼 ね る こ と と し、 「審 判 / 運 
営 係 （以 下、 「Ｒ 係」 と 表 記）」 と す る。  

●   審 判  
●   Ｇ Ｎ の へ 結 果 ⼊ ⼒  
●   警 告・ 退 場 の 報 告  
●   事 故・ 負 傷 の 対 応・ 連 絡  

 
11.   総 合 Ｇ・ 北 部 Ｇ・ ⼩ 佐々 Ｇ 等 の 「佐 世 保 市 体 育 協 会」、 東 部 G 「ウィ ル ドゥ」 が 管 理・ 運 営 を す る 会 場 は、 
佐 世 保 市 Ｆ Ａ ３ の 年 間 計 画 に 従っ て、 佐 世 保 市 FA  が 9:00-17:00 で 借 ⽤ （予 約 済） し て い る た め、 各 チー ム が 
会 場 へ 個 別 に 連 絡 し な い。 ま た、 各 節 ご と に 借 ⽤ 時 間 の 変 更 も し な い。 も し、 変 更 す る 場 合 で も 佐 世 保 市 
FA3 委 員 ⻑ か ら 佐 世 保 市 FA 事 務 局 を 通 じ て ⾏ う。 （ ※H30 年 度 よ り 借 ⽤ 時 間 変 更）  

 
12.   ⽥ 平  公 園 等 の 平 ⼾ 市 内 の 会 場  は 平 ⼾ 市 FA3 委 員 ⻑ を 通 じ て、 サ ン ビ レッ ジ 佐々 等 の 北 松 浦 郡 内 の 会 場 は 北 松 
浦 郡 FA3 委 員 ⻑ を 通 じ て、 借 ⽤・ 変 更 の 申 請・ ⽯ 灰 の ⼿ 配  を ⾏ う。  

 
13.   グ ラ ウ ン ド の 借 ⽤ 時 間 は 準 備・ ⽚ づ け を 含 む。 ま た、 借 ⽤ 時 間 は 固 定 化 し、 時 間 が 余っ て も 料 ⾦ を ⽀ 払 う。  
 
14.   「Ｄ 担 当」 は 試 合 順 を 設 定 す る と き、 試 合 順・ Ｒ 係 を ⼊ れ 替 え て も よ い が、 節 の 組 合 せ 変 更 は 他 の 節 に 影 響 
す る た め 原 則 ⾏ わ な い。  

 
15.   「Ｌ 担 当」 「Ｄ 担 当」 「Ｒ 係」 「各 チー ム」 に お け る 運 営・ 連 絡 の 流 れ を 全 員 が 正 し く 理 解 （【運 営 マ ニュ 
ア ル】 を 熟 読） し、 期 ⽇ を 厳 守 す る こ と。  

 
16.   会 場 の 「準 備」 は 第 ２ 試 合 ⽬ の チー ム、 「⽚ 付 け」 は 最 終 試 合 の チー ム が ⾏ う。  
 
17.   実 施 ⽇ に 試 合 が で き な い 場 合 は、 Ｌ 担 当 が 送 信 す る 【出 ⽋ 確 認】 に 対 す る 回 答 の み に せ ず、 各 チー ム に お い 
て 実 施 で き な い と 判 明 し た 段 階 （４ 週 間 よ り 前 の 時 点） で、 相 ⼿ チー ム に 実 施 で き な い こ と を 伝 え、 相 ⼿ 
チー ム と 速 や か に ⽇ 程 を 調 整 し、 実 施 で き な い チー ム が グ ラ ウ ン ド を 確 保・ 調 整 し、 確 実 に 実 施 す る こ と。 
こ の と き、 Ｄ 担 当 に 負 担 を か け な い よ う、 本 来 の 実 施 ⽇ よ り も 前 に 実 施 で き る よ う 努 め る。  

      実 施 要 項 の ６ 参 加 資 格 ４） リー グ 運 営 に 協 ⼒ で き、 リー グ を 優 先 し て 試 合 実 施 が で き る こ と。 に 抵 触 す る 場 
合 は、 勝 ち 点 の は く 奪 を 含 め た 処 分 を ⾏ う 場 合 が あ る。  

18.   運 営 費 （グ ラ ン ド 使 ⽤ 料・ ⽯ 灰 代 な ど） は 予 算 に 基 づ き、 全 チー ム で 折 半 す る こ と と し、 残 ⾦ は ⾦ 額 に 応 じ 
て、 リー グ 運 営 の た め の ⽤ 具 等 に 充 て、 年 度 毎 に 残 ⾦ を 残 さ な い よ う に 努 め る。  

 
19.   運 営 費 の 管 理 に つ い て は、 実 ⾏ 委 員 会 （各 チー ム と の 合 意 形 成） を 図 り な が ら、 佐 世 保 市 FA3 会 計 の 下、 透 
明 性 の ⾼ い 適 正 な 管 理 を ⾏ い、 シー ズ ン （ス テー ジ） 毎 に、 佐 世 保 市 Ｆ Ａ 事 務 局 へ 収 ⽀ 決 算 報 告 書 の 提 出 す 
る。  

 
20.   運 営 に 関 わ る ⽀ 払 い が ⽣ じ た 場 合 に は、 「領 収 書 （レ シー ト）」 を 必 ず 保 存 す る。 （収 ⽀ 決 算 報 告 書 に 必 
須） ［⾦ 額 だ け で な く、 品 ⽬ や 個 数 が わ か る こ と が 重 要 ］  


